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政策推進課（政策推進）㉓番窓口　☎4302-9919問合せ

福祉コミュニティ系車両『ひらちゃん号』の利用方法について

平野区役所 防災担当

平野警察署

平野消防署
地域安全対策推進

通信もっとホット

問合せ まちづくり協働課（まちづくり協働）㉑番窓口　☎4302-9734

区内市立小学校・区役所・瓜破霊園・百済貨物駅・久宝寺緑
地の屋外に設置したスピーカーを使用し、災害時に区民の
皆様に正確な情報を一斉にお知らせするための無線放送
訓練です。毎月第2水曜日に実施します。

4月10日（水） 午後1時頃です
次回は

災害時を想定した無線放送訓練のお知らせ

火災に備えて～こんなことから災害が～

●駐車中の車の窓ガラスを割って、車内の鞄や財
布等を盗む「車上ねらい」が多発しています。
●カーナビ・ゴルフ用品・電動工具・ETCカード等も
多く盗まれています。
●被害防止の最大のポイントは、車の中に鞄など
の物を置かないことです。
車内に何もない状態、「車内をからっぽ」にしま
しょう。
●照明や防犯カメラ等の防犯設備が整った駐車
場を利用するようにも心がけて下さい。

車上ねらいが多発しています！

問合せ 平野警察署　防犯係　☎6794-1234

放　火

まずは家のまわりをチェック

●家のまわり等に燃えやすい物を置か
ないようにする

●ゴミは収集日の決められた時間に出す

電気関係

日々の点検が肝心！

●タコ足配線をしたり、コードの上に物
を置くのは危険です

●長時間使用した場合、プラグが熱く
なっていないか確認する

●コンセントは時々そうじをして、ホコリ
がついたままになっていないように点
検する

たばこ

ルールを守ればこわくない！

●火のついたたばこを放置しない。
火が消えたかどうか必ず確認をする

●日頃から寝たばこをしない習慣を身
につける

●灰皿は大きめの物を用意して、
水を入れておく

※詳細な乗降場所などは、平野区ホームページや区内掲示板などを通じて区民の皆さんへご案内しますので、ご参照ください。

　赤バスの「区役所～地下鉄南巽ルート」が平成25年3月31日に廃止されたことに伴い、自転車や徒歩での移動が困難で、日々の生活に支障を来たすなど、交通手段
がどうしても必要な方への影響を考慮し、平成25年4月1日から平成26年3月31までの1年間に限り、区役所～地下鉄南巽駅方面において、特定の乗降場所を定めて、
事前登録・予約制の福祉コミュニティ系車両「ひらちゃん号」（通常のバスではありません）の運行を実施します。※ご利用にあたりましては、事前登録が必要です。

問合せ 平野消防署　☎6790-0119

・70歳以上の方で敬老パスをお持ちの方
・要支援・要介護認定を受けている方
・身体障害者手帳をお持ちの方
・妊娠中の方
・4歳未満（平成21年4月1日以降生まれ）の乳幼児を同伴する保護者の方など
・その他利用が必要と区長が認める方　※利用者に付き添う介助者1名も同乗できます
※障がい福祉のタクシー券をお持ちの方はご利用できません
車椅子を使用されている方にも対応できる乗合の車両
対象者であることが確認できる書類の写し
（例）敬老パス、要支援・要介護認定に関する書類、身体障害者手帳、母子手帳など
月～金曜日の午前9時～午後5時30分（午後0時15分～1時を除く）
※土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※ご利用になる前日（正午）までに申請をしてください
平野区役所政策推進課（政策推進）㉓番窓口　☎4302-9919
※登録申請について、区役所へお越しいただくことがどうしても困難な方は、ご相談をさ
せていただきますのでお問い合わせください。

≪対象者及び登録方法≫

天ぷら油

とにかく、目を離さないこと

●天ぷらを揚げているときは、その場か
ら決して離れない
●離れるときは、炎を小さくするのでは
なく、必ず消す

●ガスコンロのまわりや上に、燃えやす
い物を置かない

ガス・石油関係

ガス漏れにも注意

●ゴムホースを時々点検して、古くなっ
ていたらすぐ取りかえる

●使用してないガス栓にはキャップをし
ておく

石油ストーブは正しい取り扱いを

●給油は必ず火を消して、カートリッジタ
ンクのふたはしっかり閉める

●洗濯物を乾かすために石油ストーブ
を使わないでください

●火をつけたまま移動させない

対象者

登録申請先

≪「ひらちゃん号」のご利用方法≫
月～金曜日 午前8時30分から午後5時30分
※土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）
を除く　
※事前予約により運行します
※平野区役所や加美出張所など、事前に定め
た乗降場所間を運行します

・利用する日の前日（正午）までに予約が必要
です。

・事前予約の具体的な方法は、利用登録の際
にご説明します。

・「ひらちゃん号」に乗車す
る場合は、平野区役所が
発行する「利用者登録証」
を必ず提示してください。

運行
日時等

利用に
あたって

ご理解・ご協力を
お願いします。

登録申請に
必要なもの

登録申請
受付日

運行する車両

＊「広報ひらの」を新たに設置しています＊

　平野区広報紙「広報ひらの」を４月号より、区内の 
りそな銀行(平野・長吉支店)、近畿大阪銀行(平野・長
吉・喜連支店)の5店舗でも設置しています。
　お立ち寄りの際は、ぜひお持ち帰りのうえ、ご覧くだ
さい。

問合せ 政策推進課 （政策推進）㉓番窓口　☎4302-9683


